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令和３年度 監査の結果について  

 

地方自治法第１９９条第１項、第２項、第４項及び第７項の規定により標記監査を行っ

たので、同条第９項の規定により、その結果報告を公表します。 

 

 

１ 政策局定期監査及び関係出資団体監査結果報告書 

 

２ 市民局（前期）定期監査及び指定管理者監査結果報告書 

 

３ 健康福祉局（前期）定期監査結果報告書 

 

４ 教育委員会事務局（後期）定期監査結果報告書 

 

５ 市民局（後期）定期監査及び指定管理者監査結果報告書 

 



 

令和３年度 市民局（前期）定期監査（行政監査を含む。）及び指

定管理者監査結果報告書 

 

 

１ 監査の実施 

  姫路市監査基準に基づき、次のとおり監査を実施した。 

 ⑴ 監査の種類 

   地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定に基づく定期監査及び

行政監査並びに同条第７項の規定に基づく指定管理者監査 

⑵ 監査の対象 

  ア 定期監査 

    市民局 

    市民生活部 住民窓口センター、国民健康保険課、後期高齢者医療保険課 

    出先機関  中央支所、飾磨支所、広畑支所、網干支所、白浜支所、家島

事務所、夢前事務所、香寺事務所、安富事務所、駅前市役

所、東出張所、西出張所、林田出張所、飾東出張所、北出張

所、船山出張所、花の北サービスセンター、城乾サービスセ

ンター、安室サービスセンター、高岡サービスセンター、勝

原サービスセンター、妻鹿サービスセンター、的形サービス

センター、大塩サービスセンター、坊勢サービスセンター、

置塩サービスセンター、菅野サービスセンター、名古山霊苑

管理事務所、国民健康保険家島診療所 

  イ 指定管理者監査 

    有限会社おおだて（アイランドハウスいえしま荘） 

 ⑶ 監査の着眼点 

リスク・アプローチの手法により、識別されたリスク（既知のリスク情報、

リスク点検シート、リスク評価シート、監査等の着眼点等）から重要度や頻度

等を総合的に考慮して、そのリスクを評価した上で重点的に行う監査の着眼点

を設定した。 

 ⑷ 監査の主な実施内容 

  ア 定期監査 

監査は、財務事務及びその他の事務の執行について、その一部を抽出し、

法令等に基づき適正に行われているか、また、合理的かつ効率的に行われて

いるかなどの視点で実施した。 

  イ 指定管理者監査 

    監査は、施設が法令、条例、協定書等の定めるところにより適切に管理さ

れているか、出納その他の事務が適正に処理されているかなどにつき、協定



 

書、関係諸帳票その他関係書類の全部又は一部を抽出して実施した。 

⑸ 監査の実施場所及び日程 

 ア 定期監査 

    監査事務局及び現地 

    令和３年９月６日から同年１２月２３日まで 

  イ 指定管理者監査 

    監査事務局及び現地 

    令和３年１０月２２日から同年１２月２３日まで 

 

２ 監査の結果 

 ⑴ 定期監査 

監査の結果、次に指摘する事項を除き、おおむね良好に処理されているものと

認めた。 

  ア 収入関係事務 

(ｱ) 国民健康保険料収入関係事務（国民健康保険課） 

(ｲ) 保険給付費返還金収入関係事務（国民健康保険課） 

(ｳ) 後期高齢者医療保険料収入関係事務（後期高齢者医療保険課） 

 これらの事務について関係書類を調査したところ、未収金が認められた。 

早期徴収に努められたい。 

 ⑵ 指定管理者監査 

  監査の結果、おおむね良好に処理されているものと認めた。 

 

３ 意見 

  名古山霊苑、姫路西霊苑及び片山霊園のえい地清掃事業費については、新規墓地

区画貸付時に徴収するえい地清掃手数料収入を充当し、余剰分については、姫路市

霊苑えい地清掃基金に積立てを行ってきた。近年、墓地区画の新規貸付数が減少し

てきており、手数料収入でえい地清掃費を賄えない状況が予測されるため、不足分

については、当該基金の活用を図られたい。 

 


